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登録型派遣とは・・・
あらかじめ派遣会社へ登録をしておき、派遣の仕事がある期間のみ労働契約を

締結し就業する。（一般的に「派遣」としてイメージされるものはこちらの形態。）

無期雇用派遣（常用型派遣）とは・・・
派遣会社の社員として常時雇用され、派遣の仕事があるときは派遣先企業で

働き、派遣の期間が終了後は次の派遣先が見つかるまでの期間の給与も発生す
る。派遣事業以外に自社の事業がある場合は、その業務を行うこともある。

１．派遣で働く前に知っておきたいこと

（１）派遣での働き方とは
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派遣労働者の雇用形態について

主な特徴派遣の目的同一部署での
雇用期間雇用形態

・時間や期間を選べる
・派遣会社が仕事を探す

短期的な
労働力の補充最長3年有期雇用登録型派遣

・派遣が無い期間も給与が発生
・同じ部署での業務が長期間可能

長期的な
労働力の確保制限なし無期雇用無期雇用派遣

（常用型派遣）

本日は登録型派遣を
中心に説明します



派遣元（派遣会社）

・雇用主（派遣会社と
労働契約を結ぶ）

・賃金の支払い
・労働保険、社会保険
の手続き

・年次有給休暇の付与
・休業の際の休業手当
の支払い

労働者派遣とは・・・
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この

派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと。（雇用と使用の分離）

１．派遣で働く前に知っておきたいこと

派遣先

・勤務する場所
・仕事上の指揮命令
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派遣契約

労働者派遣

労働者

派遣元
(派遣会社) 派遣先

労働者派遣について

このような雇用形態で働く労働者を派遣労働者と言います



請負

請負会社

労働者

請負契約

・雇用主は請負会社
・賃金は請負会社から支払われる
・請負会社から指揮命令を受ける

・賃金は雇用主から支払われる
・雇用主から指揮命令を受ける

偽装請負（違法な労働者派遣に該当）

請負を装い
派遣を実施

直接雇用

請負契約を結んでいるにもかかわらず、発注者から労働者に
指揮命令がなされている場合、実態として、労働者派遣事
業にあたるため、偽装請負（違法）になる。

１．派遣で働く前に知っておきたいこと
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発注者

労働者

発注者請負会社

労働者派遣との違い

（形式上は）
請負契約

雇
用
関
係

雇用主

指
揮
命
令

労働者



（２）派遣会社は許可を受けていますか？
派遣会社は、厚生労働大臣の許可を受けないと派遣事業をできません。
派遣会社ごとに許可番号が付けられていますので、派遣会社へ確認したり、

厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」で確認しましょう。

労働者派遣事業 許可番号の例 派○○―△△△△△△

※労働者派遣事業の許可の有効期間は新規許可後３年、更新後５年
となります。

１．派遣で働く前に知っておきたいこと

人材サービス総合サイト 検索
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（３）マージン率や教育訓練などの情報を参考にしましょう
派遣会社を選ぶ際は、以下のような情報を、派遣会社のホームページや厚生労働省が運営

する「人材サービス総合サイト」で確認して、参考にしましょう。
【公開されている情報】
マージン率、賃金の平均水準、教育訓練に関する取組状況、労使協定を締結しているか否か
（締結している場合は労使協定の対象となる派遣労働者の範囲や有効期間の終期）等。

派遣料金（派遣先が派遣会社へ支払う料金）

賃金（派遣会社が労働者に支払う賃金） マージン

１．派遣で働く前に知っておきたいこと

マージン率が低ければ、派遣労働者に多くの給料が払われるのかというと、一概にそうであるとはいえません。
マージンには、福利厚生費や教育訓練費なども含まれていますので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、

その他の情報(教育訓練が充実しているなど）と組み合わせて総合的に評価することが重要です。
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「マージン率」って何？ マージンとは、派遣先が派遣会社へ支払う派遣料金から派遣会社が派遣労働者
に支払う賃金を差し引いたものをいいます。

図

×100マージン率
(派遣料金の平均額 － 賃金の平均額）

＝
派遣料金の平均額



※労使協定で定める事項
・労使協定が適用される派遣労働者の範囲
・賃金と賃金以外の待遇の決定方法
・公正な評価に基づき賃金を決定すること
・段階的、体系的に教育訓練を実施すること など

（４）公正な待遇の確保
【派遣労働者の同一労働・同一賃金】
派遣労働者の公正な待遇は
① 派遣先均等・均衡方式 または ② 労使協定方式 のいずれかにより確保されます。

① 派遣先均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。
基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等、すべての待遇それぞれを、
派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差がないように待遇を決定しなければ
なりません。

１．派遣で働く前に知っておきたいこと
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② 労使協定方式
派遣元が、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数代表者と、
一定の要件を満たす労使協定を締結し、その協定に基づいて派遣労働者の待遇を決
定する方式です。多くの派遣会社でこの方式が採用されています。

賃金は毎年度、厚生労働省から
示される通達を基に決定

賃金は毎年度、厚生労働省から
示される通達を基に決定

様々な職種の一般労働者の
平均的な賃金額が掲載

様々な職種の一般労働者の
平均的な賃金額が掲載

賃金は毎年度、厚生労働省から
示される通達を基に決定

様々な職種の一般労働者の
平均的な賃金額が掲載



１．派遣で働く前に知っておきたいこと
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【福利厚生施設の利用と教育訓練】
派遣先は、派遣労働者に以下の教育訓練と福利厚生施設の利用の機会を提供します。

●派遣先の労働者に対して行う「業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」
派遣先は、派遣元の求めに応じて、派遣元が実施可能な場合などを除き、派遣労働者に対して

も実施するなど必要な措置を講じなければなりません。

●派遣先の労働者が利用する「食堂・休憩室・更衣室」
派遣先は、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。

●その他、派遣先の労働者が通常利用している施設についても利用の機会を講ずるよう配慮しなけれ
ばなりません。



（５）待遇に関する事項の説明を受けましょう
派遣登録時や採用面接時には派遣会社から、待遇に関する事項の説明を受けましょう。

【派遣登録時や採用面接時に説明される事項】
① 雇用された場合の賃金の見込み
② 社会保険の一般的な加入条件
③ 待遇に関する事項（想定される就業条件等）
④ 派遣会社の（会社概要といった）事業運営に関すること
⑤ 労働者派遣制度の概要
⑥ 教育訓練やキャリアコンサルティングの内容
※説明は、書面、FAX、メール、その他の方法により受けてください。

なお、①賃金額の見込みについては、書面、FAX、メールのいずれかにより説明されます。

派遣会社に登録をしているが、まだ派遣先
が決まっていない状態のときにも、
派遣会社が①～⑥の内容について説明を
行います。

１．派遣で働く前に知っておきたいこと
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※派遣会社に登録するときは
○ 希望する勤務条件や、これまでの職務経歴を整理し、明確にしておきましょう。（希望条件や職務

経歴を伝えることで、派遣会社も条件にあった仕事を紹介しやすくなります。）
○ 利用しようとする派遣会社は希望職種や条件にあっているか確認しましょう。（派遣会社によって

特定の職種に強いといった特性がある場合があります。
○ 登録後の流れなど、説明を受けましょう。（不安な点があれば、確認しましょう。）



（６）派遣で禁止されていること

【派遣禁止業務】
① 建設業務、② 港湾運送業務、③ 警備業務、④ 病院等における医療関連業務
（④は紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替業務、へき
地における医師等業務を除く。）

１．派遣で働く前に知っておきたいこと

【派遣先となる会社との事前面接の禁止】
派遣先となる会社が、事前に労働者を指名することはできません。派遣開始前に面接

を行うことや履歴書を送付させることは禁止されています。
※紹介予定派遣の場合、本人が希望する場合は認められています。

【元の勤務先への派遣の禁止】
正社員・契約社員・アルバイトなどとして前に働いていた会社で、その離職後１年以内

に派遣労働者として働くことはできません。（60歳以上の定年退職者は除く。）
※以前A社へ派遣され、派遣終了後１年以内に再度A社に派遣されることは可能です。
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【日雇派遣の原則禁止】
日雇労働者（派遣元事業主との労働契約が30日以内の労働者）を派遣することは

できません。ただし、以下の①・②のいずれかに該当する場合は日雇派遣が認められます。

①日雇派遣の例外「業務」
○ 事業の実施体制の企画・立案○ 調査○ ソフトウエア開発

○ 書籍等の制作・編集○ 財務処理○ 機械設計

○ 広告デザイン○ 取引文書作成○ 事務用機器操作

○ ＯＡインストラクション○ デモンストレーション○ 通訳・翻訳・速記

○ セールスエンジニアの営業、
金融商品の営業○ 添乗○ 秘書

○ 社会福祉施設等における看護師
が行う業務○ 受付・案内○ ファイリング

○ 研究開発

②日雇労働者が以下のいずれかに該当

１．派遣で働く前に知っておきたいこと

○ 60歳以上の人
○ 雇用保険の適用を受けない学生
○ 副業として日雇派遣に従事する人（生業収入が500万円以上の人に限る。）
○ 主たる生計者以外の人（世帯収入が500万円以上の人に限る。）
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労働者派遣のうち、派遣会社が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行うことを予
定しているものを紹介予定派遣といいます。

①紹介予定派遣に限り、派遣先による派遣就業前の面接、派遣先へ履歴書の送付等が可能です。
②紹介予定派遣の場合は、同一の派遣労働者について、派遣期間は６か月以内です。
③派遣会社は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合は、その旨を派遣労働者に明示しなければなり
ません。
既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得なけれ

ばなりません。
④就業条件明示書に紹介予定派遣に関する事項と紹介予定派遣を経て派遣先に雇用される場合に予定される労
働条件を記載されることとなっています。
⑤職業紹介を希望しなかった場合又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣先は派遣会社の求めに応じ、
その理由を明示しなければならず、派遣会社は派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で
派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面等で明示しなければなりません。
⑥派遣労働者は、紹介予定派遣期間中に生じた問題については、派遣会社と派遣先でそれぞれ苦情の申出を受
ける者に申し出てください。苦情申出先については派遣会社から交付を受ける就業条件明示書に記載されています。

紹
介
予
定
派
遣
開
始

派遣期間は
６か月以内

本人が希望せず

派遣先の労働者
として就職

採用

不採用
新たに
求職活動
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１．派遣で働く前に知っておきたいこと

（７）紹介予定派遣とは

職
業
紹
介



（１）労働条件や就業条件の明示を受けましょう
労働基準法に基づく労働条件の明示と、労働者派遣法に基づく就業条件の明示が

あります。 ※登録型派遣の場合は同時に明示されることもあります。

労働基準法第15条に基づく労働条件の明示事項（雇入れ時）
① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準（更新の基準）
③ 就業の場所・従事する業務の内容
④ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
⑤ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）
⑦ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
⑧ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
⑨ 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑩ 安全衛生に関する事項
⑪ 職業訓練に関する事項
⑫ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑬ 表彰、制裁に関する事項
⑭ 休職に関する事項
◎このうち、①～⑥は原則書面で明示しなければなりません。（労働者が希望した場合はFAX、電子メールも可能です。）

２．派遣先が決まったら

労働者派遣法に基づく就業条件の明示事項（雇入れ時）
労働者派遣法第31条の2第3項に基づくもの
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 協定対象派遣労働者であるか否か
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
◎原則書面で明示しなければなりません。（労働者が希望した場合はFAX、電子メールも可能です。） 13



労働者派遣法に基づく就業条件明示書における主な明示事項（派遣時）
○派遣法第34条に基づくもの
① 当該労働者派遣をしようとする旨
② 派遣労働者が従事する業務の内容
③ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
④ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位
⑤ 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
⑥ 労働者派遣の期間及び派遣就業する日
⑦ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
⑧ 安全及び衛生に関する事項
⑨ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における苦情処理に関する事項
⑩ 派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑪ 紹介予定派遣に係るものにあっては、当該紹介予定派遣に関する事項
⑫ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日
⑬ 派遣先事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
⑭ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑮ 派遣就業する日以外に派遣就業させることができる日、派遣就業の開始の時刻から終了の時刻を延長できる時間数
⑯ 福利厚生等の便宜供与に関する事項
⑰ 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
⑱ 健康保険被保険者資格取得届出等の書類が行政機関に提出されない場合の理由
⑲ 期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑳ 労働契約申込見なし制度
※⑫、⑬、⑳は期間制限の適用を受けない派遣労働者の場合は省略可

○派遣法第34条の２に基づくもの
派遣料金額（労働者派遣契約の金額又は事業所平均額）

○派遣法第31条の2第3項に基づくもの
待遇に関する事項（協定対象派遣労働者であるか否か等）

◎原則書面で明示しなければなりません。（労働者が希望した場合はFAX、電子メールも可能です。）

２．派遣先が決まったら
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労働条件・就業条件が明示
された際は、必ず書面で
もらいましょう。



【苦情があるときは】
派遣会社と派遣先では、それぞれ苦情の申出を受ける者が決められており、就業条件等の明示の際

に派遣労働者に明示されます。派遣会社と派遣先は、苦情の申出をしたことを理由として、派遣労働
者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

【所定時間を超える労働（残業）はどうなるの？】
派遣会社の三六協定（時間外・休日労働に関する労使協定）の範囲で、派遣先から残業を命じ

られることがあります。
派遣先の三六協定ではありません

【最低賃金の適用は？】
派遣労働者は、派遣先の事業場に適用されている地域別（産業別）最低賃金の適用を受けること

になります。

派遣労働者からの相談案件：「就業条件が聞いていた内容と違います。」
「派遣会社で説明を受けた仕事内容と、派遣先で指示された内容が全く違った。」「勤務時間が

ちがう。」等の相談を受けることがあります。その多くは「勤務日、時間、場所、内容等を電話で説
明されただけ」で書面での提示を受けていませんでした。
一見、電話で仕事の連絡、説明を受けるのは手軽でよいと思われがちですが、内容相違やトラブ

ルに陥った時に、口頭だけでは「言った、言わない」というみずかけ論になってしまい問題が解決しにく
くなります。書面をもらっておくと書面を出して説明を求めることができますし、苦情申出の担当者が
記載されていますので、誰に相談すればよいかもわかります。

２．派遣先が決まったら
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（２）労働保険、社会保険の加入は必須

○ 雇用保険の加入要件
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
②１週間の所定労働時間が20時間以上であること。

○ 健康保険・厚生年金保険の加入要件
①原則２か月を超える雇用期間であること。（日々の契約の方で１か月を超え同一の事業所に引き

続き雇用される場合や、２か月以内の方で契約の雇用期間を超え同一事業所に引き続き雇用さ
れる場合には、引き続き雇用されたところから健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

②１か月の所定労働日数及び１日又は１週間の所定労働時間がいずれも派遣会社の通常の労働
者のおおむね４分の３以上であること。

※①及び②の要件に該当しない場合は、国民健康保険及び国民年金に加入することになります。
※①及び②に該当しなくても、以下のア～オのすべての要件に該当する場合には加入対象となります。

ア.週の所定労働時間が20時間以上、イ.雇用期間が2ヶ月を超える見込み、ウ.賃金月額が8.8万
以上、エ.学生でない、オ.被保険者数が常時５１人以上の企業に勤めている。

◎労働・社会保険に未加入の場合には、派遣会社から具体的な理由の通知があります。
例「雇用契約の期間が１か月未満であり、引き続き雇用されることが見込まれないため。」

※労働・社会保険は上記の基準を満たせば、加入しなければならないものであり、派遣労働者の希望や都合
で加入しないとすることはできません。

２．派遣先が決まったら

○ 労災保険
派遣労働者も全面適用となっています。（労災保険料は全額派遣会社負担）
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すべての業務において、派遣先の「事業所単位」、かつ派遣労働者の「個人単位」が適用されます。
（無期雇用派遣労働者、60歳以上の者等は期間制限がかかりません。）

事業所単位 常用代替防止

（３）派遣期間の制限は

17

２．派遣先が決まったら

同一の派遣先の事業所において、3年を超えて派遣就業することはできません。（ただし、派遣先が過
半数労働組合等から意見を聞いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。）

※意見聴取手続のうち周知義務 は、
「３年経過後」での実施でも違法ではない

派
遣
の
受
入
開
始 Aさん

３年
３
年
経
過
後

延
長
可
能

意
見
聴
取

説
明
義
務

反
対
意
見

★ 意見聴取
手続き

周
知
義
務

人を替えれば同じ係での
受入れも可能になる
（次ページ参照）

Bさん

長崎支店で派遣で働く方を
受け入れるのは原則３年

意見聴取手続★を行うと、長崎支店
において、３年を超えて派遣で働く方
を受け入れることができる。

長
崎
支
店



の期間制限

長
崎
支
店

固定化防止

派
遣
の
受
入
開
始

Aさん

３年

経
営
戦
略
課

庶
務
課

Bさん

Aさん

Aさん

３
年
経
過
後

派遣会社はＡさんのキャリア
アップを考え、キャリアコン
サルティングや教育訓練を実
施する必要がある

Ｂさんは庶務課で
働くことが可能

Ａさんは経営戦略課で働くことでキャリアアップ

個人単位

◎無期雇用派遣労働者、６０歳以上の者等は事業所単位、個人単位どちらの
期間制限も対象外です。
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２．派遣先が決まったら

派遣先の事業所における同一の組織単位（いわゆる「課・グループ」などを想定）で、3年を超えて派
遣就業することはできません。（転籍等により所属する派遣会社を変更した場合であっても、個人単位
の期間制限は継承されます。）

（ただし、派遣先がAさんを指名はできない）

Ａさんは庶務課で３年を
超えて働くことはできない



決められたとおりの働き方ですか？二重派遣や偽装請負になっていませんか？
◎明示された就業条件と異なる働き方になっていれば、労働者派遣法違反となります。
◎派遣先から、さらに別の会社に派遣されて指揮命令を受けていれば、二重派遣であり、職業安定法違反

となります。
◎請負であるにもかかわらず発注者からの指揮命令を受けていれば偽装請負であり、労働者派遣法違反

となります。

働いていてトラブルが起こったら
◎派遣として働いているときに生じた問題については、派遣会社と派遣先でそれぞれ申出先が決められています。

担当者については就業条件明示書で確認してください。

各種法令の適用について
◎派遣労働者にも労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等は適用されます。ただし、その

責務は派遣会社と派遣先で分担されています。

派遣会社が責任を持つ主なこと

●雇入れ時の安全衛生教育
●賃金の支払い
●産休の付与
●年次有給休暇の付与
●育児休業の付与
●介護休業の付与
●一般健康診断

両者が責任を持つ主なこと

●役所への申告を理由とする
不利益取扱禁止

●妊娠中、出産後の健康管理に
関する措置

●セクハラ対策

派遣先が責任を持つ主なこと

●労働時間管理
●危険防止措置
●健康障害防止措置

19

３．派遣労働者として働いているときに



○ 年次有給休暇（10日・所定労働日数が少ない労働者の場合は、所定労働日数に応じて日数減）の取得条件
①同一の事業主（派遣会社）に引き続き６か月以上雇用されていること
②全勤務日の８割以上出勤していること

○ 育児休業
子が１歳に満たない場合に事業主（派遣会社）に申し出ることにより、育児休業を取得できます。

※有期雇用の場合には次の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
・子が１歳６か月（２歳までの休業の場合は２歳）を経過する日までに、労働契約（更新される場合には、更新後
の契約）の期間が満了することが明らかでないこと

☆ただし、無期雇用労働者と同様に、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を労使協定の締結により除外する
ことも可能。

○ 介護休業
事業主（派遣会社）に申し出ることにより、介護休業を取得することができます。

※有期雇用の場合には、次の要件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
・介護休業取得予定日から93日を経過する日から６か月を経過する日までに、労働契約（更新される場合には、

更新後の契約）の期間が満了することが明らかでないこと
※申出の時点で、要件を満たすことが必要です。

☆ただし、無期雇用労働者と同様に、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を労使協定の締結により除外する
ことも可能。

派遣先から「免許証などを提出するよう言われました」
派遣で働いている方から、個人情報の取扱いに関する相談もよく受けます。
「派遣先から免許証などを提出するよう言われた」「派遣先から携帯電話番号
を聞かれたのですが、教えないとだめですか」というような相談を受けます。

あくまでも、雇用関係は派遣会社とあるわけで、派遣先では業務の指揮命令
を受けるだけです。よって派遣先に免許証などの提示や電話番号を知らせる
必要はありません。

同一の派遣会社のもとであれば、派遣先が異
なっていても、期間が継続していれば該当します。
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３．派遣労働者として働いているときに



派遣労働者の雇用の安定
雇用安定措置の実施
同一組織単位に継続して３年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後

の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます。（派遣元の責務）
なお、１年以上３年未満の見込みの派遣労働者に対しては努力義務となります。
雇用安定措置の内容

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）
③ 派遣元での（派遣労働者以外としての）無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置（教育訓練、紹介予定派遣等）
※ 雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②～④の措置を講じる必要

があります。

21

３．派遣労働者として働いているときに

キャリアアップ措置

すべての派遣労働者は、キャリアアップを図るために、派遣元から
○段階的かつ体系的な教育訓練（必ず有給、無償）
○キャリアコンサルティング（希望する場合）

を受けられます。（派遣元の責務）
特に無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施することが派遣

元に義務付けられています。



派遣契約の中途解除・不更新をされてしまったら

◎解雇をするのは派遣会社です。
雇用主は派遣会社であり、解雇するのは派遣先ではありません。また、労働者派遣契約と労

働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、即座に解雇されるものではありません。

①派遣契約が中途解除されても、派遣労働者と
派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は
継続しており、派遣会社は賃金を支払う必要
があります。

②派遣労働者を休業させる場合は、休業期間中に
ついて、労働基準法に基づき、平均賃金の６割
以上を休業手当として支払わなければなりません。

労働者派遣契約

労働契約

派遣先

派遣先による
中途解除

労働者派遣契約と
労働契約は別

派遣労働者

◎やむを得ず派遣労働者の
雇い止めや解雇をしようとする
場合には、派遣会社は労働
基準法等に基づく責任を果た
す必要があります。

派遣会社
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４．もしものときは（派遣の中途解除、不更新、行政ADR、労働契約申込見なし制度）



（１）解雇について労働契約法の規定を守らなければなりません。
①期間の定めのない労働契約の場合

権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効になります。
②有期労働契約（期間の定めのある労働契約）の場合

登録型派遣のような、派遣労働者と派遣会社との労働契約が有期雇用契約の場合には、やむ
を得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。

（２）解雇を行う場合には、労働基準法に基づく解雇予告等を行わなければなりません。
解雇は少なくとも30日前までの予告が必要です。予告を行わない場合には、解雇までの日数

に応じ下図の日数分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

予告無し10日前20日前30日前解雇までの日数
30日分20日分10日分なし解雇予告手当

労働者から請求があった場合には、解雇の理由
等について、証明書を交付する必要があります
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４．もしものときは（派遣の中途解除、不更新、行政ADR、労働契約申込見なし制度）
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４．もしものときは（派遣の中途解除、不更新、行政ADR、労働契約申込見なし制度）

裁判外紛争解決手続（行政ADR）

派遣労働者と派遣元又は派遣先との間で、次の事項に関するトラブルが生じたときは、派遣元又は
派遣先は自主的な解決を図るように努めなければならないことになっています。しかし、解決に至らない
場合には「労働局長による助言、指導、勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。

【派遣元が講ずべき措置】
① 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差
② 労使協定に基づく待遇の決定
③ 雇入れ時・派遣時の明示・説明
④ 派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

【派遣先が講ずべき措置】
① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
② 食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与



労働契約申込みみなし制度
【労働契約申込みみなし制度とは】
派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主に

おける労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度。
※ 派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときは、適用されません。

派遣元派遣元

労働契約

派遣先 派遣元 派遣先派遣先

派遣労働者

労働契約の申込みを
したとみなされる

違法派遣によりみなし制度適用

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の５つの類型
① 派遣労働者を禁止業務に従事させること
② 無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること
③ 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
④ 個人単位の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること
⑤ いわゆる偽装請負等（労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他労働者派遣
以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けること） 25

４．もしものときは（派遣の中途解除、不更新、行政ADR、労働契約申込見なし制度）

派遣労働者



派遣会社を選ぶ
□ 利用しようとする派遣会社は許可を受けていますか。
□ 利用しようとする派遣会社は希望職種や条件にあっていますか。(派遣会社によって特定の職種が得意等の特性がある場合があります。)

派遣会社に登録する
□ 希望する勤務条件や、これまでの職務経歴を整理し、明確にしておきましょう。 （希望条件や職務経歴を伝えることで、派遣会社も

条件にあった仕事を紹介しやすくなります。）
□ 登録後の流れなど、説明を受けましょう。 （不安な点があれば、確認しましょう。）

派遣会社から派遣先の仕事が案内される
□ 自分の希望する条件か確認しましょう。（即答できない場合は返答期限を聞くなどしましょう。電話で連絡を受けた場合、直接派遣会社

に行って相談するのもよいでしょう。）
□ 派遣先から、禁止されている事前面接等はありませんか。

派遣会社と労働契約を結ぶ
□ 労働条件通知書と就業条件明示書を書面でもらいましょう。不明な点は確認しましょう。

（働くのは自分自身です。あらかじめ条件にあっているか、わからない点などを確認し、納得した上で契約しましょう。）
□ 苦情の申出担当者を確認しておきましょう（派遣会社・派遣先でそれぞれ任命されています。）
□ 内容が違反していませんか。 （セミナーで説明した内容などを参考に、不利な条件でないかも確認しましょう。）
□ 条件を満たしている場合、雇用保険や健康保険・厚生年金など加入する予定ですか。

派遣先で派遣社員として勤務する
□ 契約内容と違う場合、就業上で問題が起こった場合は、まずは就業条件明示書に記載されている苦情処理担当者に相談しましょう。
□ 契約途中で派遣先の仕事がなくなった場合、不当に解雇はできません。（雇用の満了日は労働条件通知書(雇用契約書)の

期間満了日です。）
□ 雇用保険、健康保険、厚生年金の加入がされたか確認しましょう。 （派遣会社から雇用保険被保険者証など確認できる書類を

もらっておきましょう。）

派遣先での仕事を終える
□ 抵触日（期間制限の翌日）以降も、同一の事業所または、同一の組織単位で派遣社員として来るよう言われていませんか。
（同一の事業所または、同一の組織単位で派遣就業できるのは3年間が限度です。ただし、事業所単位は延長される場合があります。）

□ 次の派遣先など、派遣就労後の確認を行いましょう。 26

５．参考（チェックリスト、労働者派遣事業関連用語集）
○ 派遣会社を利用し、就労する際のチェックリスト



⑧ 偽装請負⇒請負契約を結んでいるにもかかわらず、指揮命令関係が発注者と労働者との間にある場合、
実態としては労働者派遣事業であり、偽装請負になる。（P.4参照）

① 人材サービス総合サイト
⇒派遣会社の許可番号、行政処分の状況等が自分で確認できるサイト（P.5参照）

⑥ 抵触日⇒派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日。
個人単位と事業所単位の２種類があり、就業条件明示書で示される。（P.14参照）

④ 派遣期間の制限⇒有期雇用派遣労働者については事業所単位と個人単位があり、どちらも３年まで
（P.17、P.18参照）

⑤ 組織単位⇒個人単位の期間制限での基準となる派遣先の組織 「課」などを指す（P.18参照）

③ 就業条件明示書⇒派遣先での就労が決まってから、従事する業務についてなどの就業条件が明示されるが、重要な
事項は労働者派遣法第34条により原則書面で明示することとなっている。（P.13、14参照）

⑦ 労働契約申込みみなし制度⇒派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、
その派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容と
する労働契約の申込みをしたものとみなす制度。（P.25参照）

② 紹介予定派遣⇒労働者派遣のうち、派遣会社が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行うことを予定して
行うもの（P.12参照）

27

５．参考（チェックリスト、労働者派遣事業関連用語集）

○ 労働者派遣事業関連用語について



公的な相談窓口
● 労働者派遣法について（期間制限、均衡待遇、偽装請負等）

⇒ 長崎労働局 職業安定部 需給調整事業室 TEL (095)801-0045

● 労働条件、解雇、労災について
⇒ 管轄の各労働基準監督署

● 雇用保険、仕事探しについて
⇒ 管轄の各ハローワーク

● 育児・介護休業、職場のハラスメントについて
⇒ 長崎労働局総務部 雇用環境・均等室 TEL (095)801-0050

● 健康保険・厚生年金について
⇒ 管轄の各年金事務所、

協会けんぽ各支部又は、各健保組合

28

労働基準監督署、ハローワークの
連絡先は、長崎労働局のホーム
ページでご確認ください。
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6．その他 仕事探しについて

お仕事探しで

SNSを利用するときの注意点など
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6．その他 仕事探しについて
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6．その他 仕事探しについて


